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１　食育推進体制の強化

大分県食の安全確保･食育推進本部は副知事、本庁の関係部長、生活環境部審議

監、関係課（室）の長と実務担当者で構成されており、家庭・消費、学校・保育

所、生産・流通等の各分野の県民代表からなる大分県食育推進会議が作成した計

画の実行に向け、部局連携のもと食育の計画的・総合的な推進についての具体的

対策を検討するとともに、その進行管理を行います。

また、地域においては、保健所、振興局、教育事務所、市町村で構成する地域

食育推進連絡協議会が情報を共有しながら効率的・効果的な事業の実施に努め、

地域食育活動の活性化を図ります。

さらに、食育を県民運動として推進するため、様々な立場の関係者の緊密な連

携・協力を図ります。
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大分県の食育推進体制図

食品安全推進県民会議

食の安全・安心確保に関する情報を共有し相互

理解を深め、施策について意見を表明する

＜構成＞消費者、生産・製造者、流通・販売者の代

表及び学識経験者等

＜構成＞本部長：副知事　　　　副本部長：生活環境部長・農林水産部長

本部員：総務部長・企画振興部長・福祉保健部長・商工観光労働部長・教育長・警察本部生活安全部長

食育推進会議

食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な

実施を図る

＜内容＞①食育推進計画の作成

②計画実施の推進に関する事項の審議

＜構成＞家庭、学校・保育所、地域・食文化、市町村、

生産・流通、調査・研究等の６分野の関係者

食の安全・安心に関する事項及び関係部局

における具体的対策を検討するとともに、

関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監

幹　事：22 の関係各課室長

食育の推進に関する基本的事項及び関係部

局における具体的対策を検討するとともに、

関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監

幹　事：18 の関係各課室長

食の安全・安心の確保及び食育の推進のための総合的な施策を推進する

施策の提示

情報の公開

施策の提言

連携

連携

施策の提示

情報の公開

施策の提言

食の安全確保・食育推進本部

県　民

連携・協力

農林水産業者

食品関連事業者

NPO・ボランティア

食育活動者

教育関係者

地域食育活動の活性化

食の安全確保推進幹事会 食育推進幹事会

地域食育推進連絡協議会

地域における食育活動の活性

化を図る

＜構成＞保健所・振興局・

教育事務所・市町村

保育・社会福祉・

医療・保健関係者
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２　県民との協働

この計画の達成にあたっては、県民一人ひとりが家庭、保育所・認定こども

園・幼稚園、学校、事業所及び地域において主体的に食育に取り組むことが必要

です。そのため、県は効果的な情報発信を行うとともに、県民意見を施策に反映

させ、食育に取り組みやすい体制づくりに努めます。

３　市町村との連携

食育を県民運動として推進するためには、地域に最も身近な市町村が地域の多

様な関係者の連携・協力を図りつつ､主体的に地域の特性を生かした施策を実施し

ていくことが重要です。このため、市町村と密接な連携を図りつつ、各市町村食

育推進計画に基づく食育の推進を支援します。

４　国との連携

食を取り巻く様々な問題を解決していくためには、食育に社会全体として取り

組むことが必要です。このため、全国各地の各地域に根付く食材や食文化への理

解を深めながら、国との連携を図り、大分県の魅力や地域の特性を生かした食育

推進運動を展開していきます。

５　計画的な推進・進行管理

この計画に位置づけられた食育の各種施策は、関係部局が相互に密接に連携

し、総合的に推進するとともに、毎年度、事業の進捗状況などについて総合点検

を行い、評価・公表していきます。


